
No. 1

○
○

②

かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 2 台 うち軽 台

うち軽 台

事業者名 社会福祉法人 埼玉福祉事業協会
住所 さいたま市西区塚本1-94-1
電話 048-625-5100 FAX 048-625-5011

受入状況 受入困難

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
2

セダン等

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 平日

 サービス提供時間 9:00〜17:00
受入可能な
旅客の住所

西区、大宮区

移送可能な範囲 さいたま市内

料
金

運送の
対価

<距離制>
  初乗り：１ｋｍまで    ８０円
  加 算：以後１ｋｍあたり ８０円

運送の対
価以外の

対価



No. 2

○

○ ②

かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台

事業者名 社会福祉法人 ねがいの杜
住所 さいたま市西区西大宮2-31-30
電話 048-626-1909 FAX 048-626-1920

受入状況 調整次第で受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
3

セダン等

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 平日

 サービス提供時間 9：00〜18：00
受入可能な
旅客の住所

さいたま市、上尾市、伊奈町

移送可能な範囲 さいたま市、上尾市、伊奈町

料
金

運送の
対価

<時間制>
 運送の対価
  生活サポート事業   初乗り：３０分以内       ４７５円
             加 算：以後３０分あたり    ４７５円
  生活サポート事業以外 初乗り：６０分以内     １，０００円
             加 算：以後３０分あたり    ５００円

運送の対
価以外の

対価

運送の対価以外の対価
  介助料：１時間   １，０００円
      以後３０分ごとに５００円加算



No. 3

②

かつ

○

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台

事業者名 一般社団法人 Presents Heart
住所 さいたま市西区指扇683−63
電話 048-745-9430 FAX 048-745-9431

受入状況 調整次第で受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車 セダン等
1

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 ご利用希望日にて対応（12/30〜1/3は休み、要相談）

 サービス提供時間 ご利用希望日にて対応（要相談）
受入可能な
旅客の住所

さいたま市内

移送可能な範囲 さいたま市内

料
金

運送の
対価

<距離制> 生活サポート事業以外の場合
  初乗り：２㎞まで        ３００円
  加 算：以後１㎞あたり     １００円
<時間制> 生活サポート事業の場合
  初乗り：３０分以内      ４７５円
  加 算：以後３０分あたり   ４７５円

運送の対
価以外の

対価

生活サポート事業以外の場合
 迎車回送料金 ： １回あたり  ２５０円
  待機料金     ： ３０分あたり ３００円



No. 4

○

②

かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台 うち軽 1 台

うち軽 台

事業者名 社会福祉法人 ハッピーネット（ゆめの園宮原ヘルパーステーション）
住所 さいたま市北区宮原町1-478
電話 048-660-0153 FAX 048-660-0154

受入状況 調整次第で受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車 セダン等
1

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日

 サービス提供時間

受入可能な
旅客の住所

さいたま市北区周辺

移送可能な範囲 さいたま市北区、西区

料
金

運送の
対価

<時間制>
  生活サポート事業：３０分あたり ４７５円

運送の対
価以外の

対価



No. 5

○

○ ②

かつ

○

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 2 台 うち軽 1 台

うち軽 台

事業者名 ＮＰＯ法人 大宮あゆむ会
住所 さいたま市北区植竹町2-4-14
電話 048-652-1388 FAX 048-672-1388

受入状況 調整次第で受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
3

セダン等
2

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 月曜日〜金曜日(土日は応相談）

 サービス提供時間 7:00〜20:00（緊急時は応相談）
受入可能な
旅客の住所

さいたま市内

移送可能な範囲

料
金

運送の
対価

<時間制>
 運送の対価
  生活サポート事業 初乗り：３０分以内   ４７５円
           加 算：以後３０分あたり４７５円

運送の対
価以外の

対価

 運送の対価以外の対価
  迎車回送料金：３００円



No. 6

②
○

かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 3 台 うち軽 台

うち軽 台

事業者名 社会福祉法人 育成会
住所 さいたま市大宮区天沼町1-150-1
電話 048-648-4761 FAX 048-648-4763

受入状況 受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項） 介護保険の契約が必要

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
3

セダン等

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 平日

 サービス提供時間 8：30〜17：30
受入可能な
旅客の住所

大宮区

移送可能な範囲 さいたま市内

料
金

運送の
対価

<時間制>
 運送の対価
  初乗り：３０分以内     １，３００円
  加 算：以後３０分あたり  １，３００円

運送の対
価以外の

対価

 運送の対価以外の対価
  迎車回送料金：１回あたり    ２００円



No. 7

○

②

かつ

○

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 1 台 うち軽 1 台

うち軽 台

事業者名 一般社団法人 飛躍（ヘルパーステーションほっと）
住所 さいたま市大宮区天沼町２−８１３
電話 048-649-5703 FAX 048-649-5703

受入状況 受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
2

セダン等
1

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 月曜日〜日曜日(応相談）

 サービス提供時間 未定（応相談）
受入可能な
旅客の住所

さいたま市内

移送可能な範囲 さいたま市内

料
金

運送の
対価

<距離制>
  初乗り：２ｋｍまで   ２００円
  加 算：１ｋｍあたり   ５０円

運送の対
価以外の

対価
迎車回送料金：     １００円



No. 8

②
○
○ かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 1 台 うち軽 0 台

うち軽 台

事業者名 一般社団法人 コンパス娘息子代行サービス
住所 さいたま市大宮区桜木町4-783-4
電話 048-778-7546 FAX 048-778-7547

受入状況 調整次第で受入可能

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等
の公共交通機関を
利用できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
1

セダン等
1

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和5年3月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 平日（月曜日〜金曜日）※祝日も営業（年末年始12/31〜1/3まで休み）

 サービス提供時間 8：30〜17：30
受入可能な
旅客の住所

大宮区、中央区

移送可能な範囲 さいたま市内

料
金

運送の
対価

<時間制>
  初乗り：１０分以内    ５００円
  加 算：以後５分あたり  ２５０円

<複数乗車>
運送の対価  ※上限６名
２名の場合 １人あたり１２０円／５分毎
 ３名の場合 １人あたり８０円／５分毎
 ４名の場合 １人あたり６０円／５分毎
 ５名の場合 １人あたり５０円／５分毎
 ６名の場合 １人あたり４０円／５分毎

運送の対
価以外の

対価



No. 9

○

②

かつ

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 台

事業者名 ＮＰＯ法人 さいたま市視覚障害者福祉協会
住所 さいたま市大宮区土手町1-213-1 大宮ふれあい福祉センター4階 さいたま市障害者協議会内
電話 048-717-0171 FAX 048-717-0171

受入状況 受入困難

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車 セダン等

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日

 サービス提供時間

受入可能な
旅客の住所

移送可能な範囲

料
金

運送の
対価

<時間制>
 初乗り：３０分あたり １０００円
 加 算：３０分あたり １０００円
<時間制> 複数乗車（２人）
 初乗り：３０分あたり ６００円／人
 加 算：３０分あたり ６００円／人

運送の対
価以外の

対価

<運送の対価以外の対価>
 迎車回送料金：１００円
 待機料金：５００円（３０分毎）



No. 10

②

かつ

○

うち軽 台 うち軽 台

うち軽 2 台 うち軽 1 台

うち軽 台

事業者名 一般社団法人 あるかでぃあ
住所 さいたま市見沼区染谷3-274-1
電話 048-685-5150 FAX 048-685-5160

受入状況 受入困難

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その
他の障害（発達障害、学習障害を含む）を有する者

備考（補足事項）

 受入可能な
 旅客の範囲

※右記の①~②の
要件を満たす方が
ご利用いただけま
す。

①下記のいずれかに当てはまる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

二 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
単独でタクシー等の
公共交通機関を利用

できない方

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

へ 介護保険法施行規則第140条の62の４第２号の基準（基
本チェックリスト）に該当する者

登録車両

寝台車 回転シート車

車いす車
2

セダン等
1

兼用車
ストレッチャー及び車い
すの双方に対応した車両

※令和4年9月末現在の情報です。車両台数
を変更している場合があります。詳細は直
接事業所にご確認ください。

サービス提供日 平日

 サービス提供時間

受入可能な
旅客の住所

移送可能な範囲

料
金

運送の
対価

<時間距離選択制>
 ①距離制 生活サポート事業以外の場合
  初乗り：２ｋｍまで   ３００円  加 算：１ｋｍあたり  １００円
 ②時間制 生活サポート事業等を行う場合
  初乗り：３０分以内   ４７０円  加 算：３０分あたり  ４７０円

運送の対
価以外の

対価

迎車回送料金 ２ｋｍまで      １５０円
       加算１ｋｍあたり    ５０円
       上限（１０ｋｍまで） ４００円


